
国内カート競技規則の一部改正 

                                                                                                            ※下線部：変更箇所 

改正後 現行規則 
第１～７条（略） 

 

第３章 カート競技会の種別と定義 

 

第８条（略） 

 

第９条 カート競技会の種別 

１．～５．（略） 

 ６．ジュニア準国内／ジュニア国内：ＪＡＦが発給した当該格式に有

効なジュニア競技ライセンスの所持者のすべてが参加できる。 

 ７．～８．（略） 

 

第10～18条（略） 

 

第６章 カートコース 

 

第19条（略） 

 

第20条 カートコースライセンスの種別  

  カートコースライセンスは、当該競技場で開催し得るイベントの格

式によって、国際コースライセンスと、国内コースライセンスとに区

分される。  

  国際公認とは、ＣＩＫ－ＦＩＡによる公認を言い、国内公認とは、

国内、準国内、制限付、制限付（クローズド限定）を言う。 

  またカートコースは、その建設の状態によって、常設コースと臨時

コースに区分される。また走路の種別によって、第１種コースと第２

種コースに区分される。 

第１～７条（略） 

 

第３章 カート競技会の種別と定義 

 

第８条（略） 

 

第９条 カート競技会の種別 

１．～５．（略） 

 ６．ジュニア国内：ＪＡＦが発給した有効なジュニア競技ライセンス

の所持者のすべてが参加できる。  

７．～８．（略） 

 

第10～18条（略） 

   

第６章 カートコース 

 

第19条（略） 

 

第20条 カートコースライセンスの種別  

  カートコースライセンスは、当該競技場で開催し得るイベントの格

式によって、国際コースライセンスと、国内コースライセンスとに区

分される。  

  国際公認とは、国際Ａ、Ｂ、Ｃ公認を言い、国内公認とは、国内、

準国内、制限付、制限付（クローズド限定）を言う。  

  またカートコースは、その建設の状態によって、常設コースと臨時

コースに区分される。また走路の種別によって、第１種コースと第２

種コースに区分される。  
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第21～43条（略） 

 

２０２４年８月１日施行 

以上 

 

第21～43条（略） 

 

２０２２年１月１日施行 

以上 

 




